
別室支援の充実のために

「教育機会確保法＊」には，不登校児童生徒が行う多様な学習活動を踏まえた個々の状況に応

じた支援の大切さが示されており，また，児童生徒が安心して教育を受けられる学校の環境の整

備も求められています。現在，各学校において別室等を設置し，子供たちを支援することで，「人

とかかわれるようになった。」「前向きに学習するようになった。」などの成果を上げていま

す。

別室支援を実施している学校で支援にかかわる方々に，

留意してほしい点などをまとめました。

別室支援の目的は・・・
児童生徒が，所属学級とは別の学習環境の中で「社会的自立」を目指し，充実した活動

ができるように支援することです。教室に戻すことのみをゴールにせず，児童生徒や保護

者とよく話し合い，思いや願いを踏まえて支援を行うことが大切です。
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学校に登校していない児童生徒等の社会的自立に向けた支援

支援にかかわる方の留意点
□校長先生の別室支援の運営方針と別室支援の目的を理解し，一人一人に配慮した支援を行い
ましょう。アセスメントを基にした支援計画による支援が大切です。

□児童生徒の抱えている「不安」や「悩み」を理解し，その気持ちに寄り添い支援しましょう。

□児童生徒の強み（ストロングポイント）を見付け，伸ばす支援を心掛けましょう。

□学級担任や教科担任等と協力し，児童生徒の実態に応じた学習支援や自立支援の活動を通し
て「わかる喜び」「できる喜び」を味わえるように努めましょう。

□別室には児童生徒だけにならないように配慮しましょう。誰もいない別室に登校し，一人で
自習するだけでは，一人一人に配慮しているとは言えません。

□今後の支援の参考となる資料を得られるよう，児童生徒の学習や生活の様子等を記録しま
しょう。他の先生方と共有することも大切です。

□困ったことがあれば，一人で悩まず声にして他の先生方に報告・連絡・相談をしましょう。
一人で抱え込まないことが大切です。

＊宮城県教育委員会
のウェブページ
「教育機会確保法」
についてはこちらから

～別室で児童生徒にかかわる方へ～



Å：不登校や不登校傾向のある児童生徒や教室に入ることに不安を感じている児童生徒で
教室には入れないものの，別室での活動を希望しており，かつ保護者の同意を得られて

いることが大切です。単なる学習補充のための利用はしません。

不安がないよう声掛けをしたり，安心して過ごせる場所をつくれるように心掛けたりし

ています。児童も支援教室で過ごしている時間は表情も明るく，自分らしさを表現できる

ようになってきているのでうれしく思います。「明日も学校に行こう！」とういう気持ち

になれるよう，児童に寄り添った支援を今後も心掛けていきたいです。

小学校

Q:別室支援の対象となる児童生徒の考え方を教えてください

～これまでの取組から～

別室での支援として参考にしていただきたい点です。

Q:別室における児童生徒の学びの様子を共有するためにはどのように
すればよいですか

Å：全校体制で児童生徒を支援する上で，児童生徒の学びの様子を把握し共有することは
大変重要であり，支援の充実につながります。例えば，次のような方法が考えられます。
・ 在籍学級の担任や学年教員，教科担任等による来室
・ 児童生徒が記入した活動記録（励ましのコメントを記入するなど）
・ 学習や生活の様子等の記録
・ 教育相談部会や学年部会
・ 児童生徒にかかわる方と職員室での会話（情報交換）
・ 関係のある教職員，ＳＣ，ＳＳＷ，学び支援教室コーディネーター（教育事務所
に要請）などによる会議

中学校

別室で生徒たちと関わって，どの生徒も予想もできない可能性を持っているということ

に気付きました。１年時には学校に来ることができなかった生徒が，３年時には教室で授

業を受け，友人関係に悩みながらも学校を楽しんでいる・・・そんな成長の姿を目の前で

見ていると，心の安定が大事だということを痛感しています。

それぞれの児童生徒に合った別室支援のスタイルを児童
生徒と一緒につくりましょう。


